
◆問い合わせ先　東近江警察署　☎ 0748-24-0110　農林課　☎ 0748-52-6563

狩猟解禁のお知らせ

　滋賀県では、増えすぎたシカ・イノシシを減らし農林業被害を無くすため、シカ・イノシシの狩猟
に限り、狩猟期間が変更されています。

※銃器による狩猟時間は暦による「日の出」から「日の入り」までです。

住民の皆さんへ

《期間》　令和６年11月15日（金）から 令和７年２月15日（土）まで
※シカ・イノシシの狩猟期間は、令和６年11月１日（金）から令和７年３月15日（土）まで
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この区域内は、狩猟期間中（12月29日から翌年１月３日までを除く）の土曜日、日曜日、
祝日のみ狩猟ができます。
　猟区入猟希望の方へ　

、てえ添をし写の証録登者猟狩に中間時務執場役の近直の日定予猟入、は者望希猟入 ・
猟区事務所（農林課）まで申し込んでください。
・入猟できる狩猟者は、１日につき40人以内です。
・入猟される場合は、必ず猟区管理者が承認した案内人を付けてください。

特定猟具使用禁止区域（銃器） この区域内は、狩猟期間中でも銃器による狩猟が禁止されています。
特定猟具使用禁止区域（わな） この区域内は、狩猟期間中でもわなによる狩猟が禁止されています。

鳥獣保護区 この区域内は、狩猟が禁止されています。
乱　　場 この区域内は、狩猟期間中であれば自由に狩猟ができます。

①一般職員の勤務時間の状況 

１週間の
勤務時間

１日の
勤務時間

勤務時間 休憩時間
開始時刻 終了時刻 時間 開始時刻 終了時刻

38時間45分 7時間45分 8:30 17:15 60分 12:00 13:00
職員は、交替で休憩を取っていますので、各種証明書の申請受付等は休憩時間中にも対応
させていただいております。

②一般職員の年次有給休暇の取得状況
（令和5年分）

平均取得日数 消化率
10 26.5%

（注） 令和5年1月1日から令和5年12月31日までの
全期間を在職した一般職員の状況です。

（４） 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（５） 退職管理の状況

（６） 職員研修の状況

（７） 職員の福祉および利益保護の状況（令和5年度）

③育児休業および部分休業の取得状況（令和5年度） （単位：人）

区分
育児休業取得状況 令和5年度中に新たに育児休業が取得可能となった職員の育児休業取得状況

育児休業取得者数 部分休業取得者数 育児休業対象者数 うち育児休業取得者数 うち部分休業取得者数
男性 0 0 5 1 0
女性 14 8 5 5 0
合計 14 8 10 6 0

　地方公務員法第38条の２に基づき、職員の適正な退職管理に努めて
います。 
　令和5年度中の退職者の状況は右のとおりです。

※ 退職時に課長職以上の職員については、再就職状況を報告することとしており
ます。 

職員の福利厚生事業の実施状況
　福利厚生事業については、地方公務員法第42
条の規定に基づき、職員の保健や元気回復、その
他厚生事業を実施しています。　
　事業は、（一財）滋賀県市町村職員互助会、（一
財）滋賀県教職員互助会、日野町職員互助会にお
いて、弔慰金・祝金の給付事業、貸付・保険事業、
スポーツ・文化振興事業などを行っています。

退職者数 11人
　うち課長職以上 2人
　　うち再就職者 1人
　　　再就職先の内訳
　　　　官公署等 1人
　　　　民間企業・各種団体等 0人

研修の状況 （単位：人）

 一般（階層別）研修 67  新規採用職員、採用２年目職員、グループリーダー研修
 集合研修 160  人事評価、コンプライアンス等
 専門研修 188  個人情報保護等、ファシリテーション

 派遣研修（一般研修） 88  滋賀県市町村職員研修センター
   〃　　（特別研修） 16  全国市町村国際文化研修所、滋賀県市町村職員研修センター
   〃　　（専門研修） 9  滋賀県建設技術センター、市町村アカデミー等

合　　計 528 ※延べ人数

名　称 （一財）滋賀県
市町村職員互助会

（一財）滋賀県
教職員互助会 日野町職員互助会

会員数（人） 262 5 231

個人掛金（円） 3,433,122 201,765 1,859,038

公費負担金（円） 2,797,038 0 1,721,047

一人当たり
負担金（円） 10,676 0 7,450

●公平委員会の報告
（１）勤務条件に関する措置の要求の状況
（２）不利益処分に関する不服申し立ての状況
（３）その他
いずれも令和5年度において、要求はありませんでした。

※公平委員会とは…
　職員が給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、
町の当局により適切な措置がとられるべきことを要
求することができる機関です。
　また、懲戒その他の意に反する不利益な処分を受
けた場合、公平委員会に不服申し立てができること
になっています。

◆問い合わせ先　総務課　総務担当　☎ 0748-52-6500

〇 山林作業や登山などで入山される時は、事故防止のため、オレンジ色や黄色などできる
だけ目立つ服装を心がけてください。

〇危険なハンターや違反者を見たときは、東近江警察署生活安全課へ通報してください。

日野町人事行政日野町人事行政のの運営等運営等のの状況状況のの公表公表
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